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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多孔質保持体上に粒子状物質のある量を計量供給する方法であって、
　前記多孔質保持体の第１の表面を前記粒子状物質に曝露する段階;
　前記多孔質保持体の第２の表面に減圧をかけて前記第１の表面上に物質を計量供給する
段階；ならびに
　前記減圧を調節して前記保持体の第１の表面上に計量供給される物質の量を制御する段
階；
を有することを特徴とする上記方法。
【請求項２】
前記粒子状物質が微粉末の形態にある請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記微粉末が、平均直径が１μｍ～100μｍの範囲である粒子を含む請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
前記粒子を曝気によって流動化させる請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記微粉末が雲の形態にある請求項２ないし４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
前記粒子状物質がバルク粉末床の形態にある請求項１ないし３のいずれかに記載の方法。
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【請求項７】
前記多孔質保持体の組成が、金属、合金、ケイ酸塩および有機ポリマーからなる群から選
択される請求項１ないし６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
前記保持体の物理構造が、メッシュ、焼結、織編物、穿孔、鋳造および発泡構造からなる
群から選択される請求項１ないし７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
前記穿孔構造が前記保持体をレーザー光で穴あけすることで形成される請求項８に記載の
方法。
【請求項１０】
前記穿孔構造が前記保持体の化学エッチングによって形成される請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
前記穿孔構造が前記保持体の放電加工によって形成される請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
前記多孔質保持体が、膜、フィルター、スクリーン、メッシュおよびストレーナーからな
る群から選択される篩の形態にある請求項１ないし１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
前記減圧を真空オリフィスブロックによってかける請求項１ないし１２のいずれかに記載
の方法。
【請求項１４】
前記減圧のレベルを圧力センサーによってモニタリングする請求項１ないし１３のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１５】
前記圧力センサーが圧力変換器を有している請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記減圧レベルを空気流制御バルブによって調節する請求項１ないし１５のいずれかに記
載の方法。
【請求項１７】
前記圧力センサーおよび前記空気流制御バルブと接続された制御装置によって、前記減圧
レベルを調節する請求項１ないし１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
前記制御装置が、コンピュータ、パーソナルコンピュータおよびプログラマブルロジック
制御装置（PLC）からなる群から選択される請求項１ないし１７のいずれかに記載の方法
。
【請求項１９】
前記保持体上に計量供給される粒子状物質の量が１μｇ～100mgの範囲である請求項１な
いし１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
前記計量供給される粒子状物質の量が１μｇ～１mgの範囲である請求項１９に記載の方法
。
【請求項２１】
前記多孔質保持体の第１の表面を有孔マスクで覆う段階をさらに有する請求項１ないし２
０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
医薬容器に粒子状物質を充填する方法であって、
　請求項１ないし２１のいずれかに記載の方法に従って多孔質保持体上に前記粒子状物質
を計量供給する段階；ならびに
　前記医薬容器内に前記保持体を入れる段階を有する方法。
【請求項２３】
前記医薬容器が、瓶、バイアル、医薬パックおよびブリスター帯片からなる群から選択さ
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れる請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
１以上のシール材で前記医薬容器をシールする段階をさらに有する請求項２２または２３
に記載の方法。
【請求項２５】
前記１以上のシール材が、蓋、頂部、底、フィルム、箔および積層体からなる群から選択
される請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
前記粒子状物質が医薬を含んでいる請求項１ないし２５のいずれかに記載の方法。
【請求項２７】
前記医薬が、アルブテロール、サルメテロール、プロピオン酸フルチカゾンおよびジプロ
ピオン酸ベクロメタゾンならびにそれらの塩もしくは溶媒和物およびそれらの混合物から
なる群から選択される請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
前記医薬容器が打錠用モールドであり、前記方法がタブレットの圧縮成型段階をさらに有
する請求項２２ないし２７のいずれかに記載の方法。
【請求項２９】
請求項２３ないし２７のいずれかに記載の方法によって得ることができる医薬パックまた
はブリスター帯片。
【請求項３０】
請求項２８に記載の方法によって得ることができる医薬錠剤。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多孔質保持体表面上に粒子状物質を計量供給する方法に関する。この方法は
、ブリスター帯片および一次パックに粉末医薬を充填するのに特に有用である。
【背景技術】
【０００２】
　多くの化学製品がタブレット（錠剤）の形態で、あるいは乾燥微粉として製造される。
末端ユーザーが利用しやすいように、所定量のそのような化学薬品を包装することが非常
に望ましい場合が多い。代表的な例が殺生物剤業界および殺虫剤業界であると考えられ、
そこでは特定の製品の特定量が簡便性および安全性の両方の理由により予め包装される。
毒性化学物質などの有害製品の所定量を前包装することで、取扱者によるミスが減り、そ
のような化学物質をさらに秤量または希釈する操作に固有の化学物質取り扱いの危険性が
低下する。
【０００３】
　医用の分野では、患者への正確かつ所定の用量の医薬の送達が、疾患の効果的治療を行
う上で重要である。現在では大半の薬剤が、沢山の特定医薬の単位治療剤が入った包装物
の形態で患者に処方される。この既知量の医薬の前包装により、プロセスが簡素化され、
患者がミスを犯す危険性が最小となり、患者への正確な医薬投与が促進される。従って、
多くの医薬がブリスターパックの形態で提供され、そこでは各ブリスターには、錠剤の形
態または粉剤の形態の単位用量が入っている。
【０００４】
　肺疾患薬剤送達系は患者の肺への医薬の有効量の投与を行うもので、薬剤分散物もしく
はエアロゾルの吸入が行われなければならない。そのような医薬の投与には各種の医用デ
バイスが用いられ、ネブライザー、計量式吸入器（MDI）および乾燥粉末吸入器（DPI）な
どがある。後者は、デバイス内のブリスターパックなどの単位用量収納容器内に入ってい
る場合が多い乾燥微粉末の送達が行われなければならないことから、本発明に特に関連す
るものである。
【０００５】
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　ブリスターパックのような単位用量収納容器などの収納容器に粉末医薬を充填するには
、多くの技術的問題がある。特に粉末の凝集や塊状化のために粉末の流動特性が変動する
場合に、微粉末の操作や測定が困難になることがある。粉末中に塊が存在すると、重量測
定法および／または容積測定法に依存する、収納容器中に分配される粉末の量が不正確と
なる。このように、微粉末の計量供給には、そのような粉末を適切な収納容器中に分配す
ることに関連する基本的な取り扱いおよび秤量／測定操作に関して多くの技術的問題があ
る。
【０００６】
　これらの問題に対処するためのいくつかの手法が文献に記載されている。例えば、米国
特許第4640322号には、負圧を用いてホッパーから測定チャンバーへ粉末を引き込む装置
が開示されている。撹拌機構を有する別法が米国特許第2540059号に記載されており、こ
こでは粉末を撹拌してから、計量チャンバーへの投入が行われる。他の方法には、粉末貯
槽からコアを取ってカプセル充填を行う方法（米国特許第3874431号）や、減圧をかける
ことで測定チャンバーに粉末を充填する方法（カナダ特許第949786号）などがある。
【発明の開示】
【０００７】
　本願人は、第２の表面に減圧をかけることで多孔質保持体または支持体の第１の表面上
に粒子状物質を計量供給することができることを見い出した。この方法は、流体粉末床で
曝気によって流動化された粉末材料を計量供給する上で特に有効である。粒子状物質を次
に、適当な金属箔、プラスチックフィルムまたは有機金属積層体でその多孔質保持体上の
所定位置に気密的にシールして、DPI装置で使用するためのブリスターまたは一次パック
を形成することができる。
【０００８】
　本発明によれば、多孔質保持体上に粒子状物質の一定量を計量供給する方法において、
前記多孔質保持体の第１の表面を前記粒子状物質に曝露する段階;前記多孔質保持体の第
２の表面に減圧をかけて前記第１の表面上に物質を計量供給する段階；ならびに前記減圧
を調節して前記保持体の第１の表面上に計量供給される物質の量を制御する段階；を有す
ることを特徴とする方法が提供される。
【０００９】
　前記保持体上に計量供給される物質の量の調節は、減圧または負圧の期間および／また
は強さを制御することで行うことができる。減圧をかける保持体の面積、空隙率および物
理特性も、保持体表面上に計量供給される粒子状物質の量に影響する。容量測定手段およ
び重量測定手段の両方を用いて、保持体表面上に計量供給される粒子状物質の量を求める
ことができる。
【００１０】
　１態様において、粒子状物質は微粉末の形態である。様々な態様において、微粉末は、
バルクの形態（例えば、粉末床の形態）にあり、あるいは多孔質保持体上に施される前に
何らかの適切な手段によってエアロゾル化または流動化される。
【００１１】
　別の態様では微粉末は、平均粒径が１μｍ～100μｍの範囲である粒子からなる。
【００１２】
　さらに別の態様では、粒子は曝気によって流動化される。
【００１３】
　好ましくは微粉末は、雲の形態にある。
【００１４】
　１態様においては、保持された粒子状物質にはそのあと圧縮力がかけられる（例えば、
タブレット形成段階で）。
【００１５】
　別の態様では、多孔質保持体の組成は、金属、合金、ケイ酸塩および有機ポリマーから
なる群から選択される。好適な有機ポリマーには、米国特許第4196070号に記載のポリテ
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トラフルオロエチレン系のものなどのフルオロカーボンポリマーなどが挙げられる。好適
な金属材料には、シリカアルミナ、チタニア、ジルコニアおよび酸化タングステン類（米
国特許第4973435号に記載のもの）などの焼結耐火性金属酸化物などが挙げられる。
【００１６】
　好ましくは保持体の物理構造は、メッシュ、焼結、織編物(woven)、穿孔、鋳造および
発泡からなる群から選択される。メッシュ構造はその性質が不規則であり、繊維のランダ
ム格子からなる。
【００１７】
　好ましくは穿孔構造は、保持体をレーザー光で穴あけすることで形成される。その光は
、二酸化炭素、ダイオード、繊維および銅蒸気レーザー源などの、レーザーエネルギーを
発生させるのに好適な光源によって発生させることができる。そのレーザー光は、Ｑスイ
ッチング－ネオジム－イットリウム－アルミニウム－ガーネートレーザー源によって発生
させることもできる。代表的には、最大平均出力は10Ｗ～200Ｗ、好ましくは25Ｗ～100Ｗ
であり、最大ピーク出力は10kW～１kW、好ましくは５kW～３kWである。
【００１８】
　好ましくは穿孔構造は、保持体の化学エッチングによって形成される。化学エッチング
手段は当技術分野では周知であり、酸類、アルカリ類および酸化剤類を用いて、所定の温
度条件下で材料をウェットエッチングするものである。
【００１９】
　好ましくは穿孔構造は、保持体の放電加工によって形成される。この方法では、高電流
／低電圧条件下で適切な電解質を用いて保持体表面からの金属イオンの電気化学的溶解が
行われる。
【００２０】
　より好ましくは多孔質保持体は、膜、フィルター、スクリーン、メッシュおよびストレ
ーナーからなる群から選択される篩の形態にある。
【００２１】
　さらに別の態様では、真空オリフィスブロックによって減圧がかけられる。
【００２２】
　好ましくは減圧のレベルを圧力センサーによってモニタリングする。より好ましくは、
圧力センサーは圧力変換器を有する。
【００２３】
　より好ましくは、減圧レベルは空気流制御バルブによって調節する。
【００２４】
　１態様において、圧力センサーおよび空気流制御バルブに接続された制御装置が、減圧
レベルを調節する。
【００２５】
　好ましくは前記制御装置は、コンピュータ、パーソナルコンピュータおよびプログラマ
ブルロジック制御装置（PLC）からなる群から選択される。
【００２６】
　別の態様では、保持体上に計量供給される粒子状物質の量は、１μｇ～100mgの範囲で
ある。好ましくは、計量供給される粒子状物質の量は、１μｇ～１mgの範囲である。
【００２７】
　さらに別の態様では前記方法は、前記多孔質保持体の第１の表面を有孔マスクで覆う段
階をさらに有する。
【００２８】
　本発明のもう１つの態様では、医薬容器に粒子状物質を入れる方法が提供され、その方
法は：本明細書で前述した方法に従って多孔質保持体上に前記粒子状物質を計量供給する
段階；ならびに前記医薬容器内に前記保持体を入れる段階；を有する。
【００２９】
　好ましくは前記医薬容器は、瓶、バイアル、医薬パックおよびブリスター帯片からなる
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群から選択される。
【００３０】
　好ましくは前記方法は、１以上のシール材で前記医薬容器をシールする段階をさらに有
する。好ましくは前記１以上のシール材は、蓋、頂部、底、フィルム、箔および積層体か
らなる群から選択される。
【００３１】
　好適なシール材料には、金属、合金および有機ポリマーなどが挙げられる。有機ポリマ
ーフィルムは例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニルまたはポリエチレ
ンテレフタレートからなり得る。好適な金属箔には、代表的には５μｍ～100μｍの範囲
の厚さを有するアルミニウム箔およびスズ箔などが挙げられる。
【００３２】
　好ましくは前記方法は、前記容器の第１および第２の表面を有機ポリマー金属積層体で
シールする段階を有する。そのような積層体は、アルミニウム箔などの金属箔に接合され
た適当な有機ポリマーの１以上の層を有する。
【００３３】
　１態様において前記粒子状物質は、医薬を含んでいる。好ましくは前記医薬は、アルブ
テロール、サルメテロール、プロピオン酸フルチカゾンおよびジプロピオン酸ベクロメタ
ゾンならびにそれらの塩もしくは溶媒和物およびそれらの混合物からなる群から選択され
る。
【００３４】
　１態様において前記医薬容器は、打錠用モールド（例えば、タブレット用プレスにおけ
るもの）である。その場合に前記方法は、タブレットを成形するためのタブレット圧縮成
型の段階をさらに有する。
【００３５】
　本発明のさらに別の態様では、本明細書で前述のいずれかの方法によって得ることがで
きる医薬パックまたはブリスター帯片が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　図１ａには、多孔質保持体10の１実施形態を示してある。保持体10は多孔質体２および
マスク５からなり、そのマスクは粉末医薬などの粒子状物質を受け入れるための開口部８
を画定している。マスク５は、有機ポリマーまたは金属などの非多孔質材料からなる。多
孔質体２は、焼結材料またはメッシュ材料などの多孔質材料からなるものであることがで
きる。
【００３７】
　図１ｂでは、保持体10はチャンネル25を介して保持体本体２に負圧をかける真空オリフ
ィスブロック20に連通している。粉末医薬32の雲30は、保持体の多孔質体２を介して減圧
に曝露される。医薬粉末32の雲30は、例えば流動床によって発生させることができる。別
法としてその雲は、静電気的手段または振動手段によって発生させることができる。
【００３８】
　そうして、医薬粉末32は開口部８に引き込まれ、減圧下に密に充填される（図１ｃ）。
次に、適切な有機ポリマー材料または金属材料を用いて保持体を完全にシールして、水分
や粉塵の侵入を防止することができる（図１ｄ）。第１のシール材40は、医薬粉末32が入
った開口部８を有する保持体の表面上に配置され、第２のシール材42は多孔質体２の外側
表面上に施される。好適なシール材料の例には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩
化ビニルまたはポリエチレンテレフタレートなどの有機ポリマーならびにアルミニウム箔
またはスズ箔などの金属箔などがある。別の形態として、金属箔に接合された有機ポリマ
ーフィルムからなる積層体を用いて、保持体のシールを行うことができる。
【００３９】
　図２は、多孔質保持体上に粉末医薬を計量供給するのに用いられる装置の断面図である
。多孔質保持体102が真空オリフィスブロック120の第１の面上に配置されており、非多孔
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質マスク105が保持体102の第２の面上に重ねられている。マスク105は、その内部に切り
抜かれた開口部108を有する。粉末医薬132の雲130をマスク105のそばで発生させ、真空オ
リフィスブロック120によってそれに負圧をかける。減圧または負圧が、チャンネル125、
多孔質保持体102および開口部108を介して医薬132にかけられる。減圧によって、物質132
を開口部108に引き込み、その際に開口部108の充填の速度および程度は、加えられる減圧
の強さおよび時間によって決まる。前記計量供給工程または充填工程の調節は制御装置15
0によって行われ、制御装置は圧力センサー155（圧力変換器など）および空気流制御バル
ブ158と接続されている。所定の時間および／または圧力（圧力センサー155によって示さ
れるもの）で制御装置150は、空気流制御バルブ158を調節して雲130に対して加えられる
減圧レベルを調節して、減圧を低下させ、計量供給／充填工程を完了する。
【００４０】
　図３には、多孔質保持体上に粉末医薬を計量供給し、シールする連続工程を示してある
。細長い多孔質支持体または多孔質体202を、図２の装置の一部を構成している回転計量
ドラム260上に送り込む。制御装置（不図示）の調節下にある減圧システムによって、多
孔質体202を介してチャンネル225およびポート228から粉末医薬232の雲230上に負圧をか
ける。流動床235で発生している雲230からの粉末医薬232が、多孔質保持体の本体上に減
圧によって吸引される。多孔質支持体202は、支持体上に計量供給される粉末医薬の容量
を画定する穴のあいた非多孔質マスク（不図示）で覆われていてもよいし、覆われていな
くてもよい。そのようなマスクがない場合、支持体上で計量供給される医薬の量は、減圧
ポート228の面積および支持体材料の空隙率によって決まる。
【００４１】
　医薬が支持体202上に捕捉されると、支持体はシールステーション270に運ばれ、そこで
接着剤または加熱手段を用いて第１のシール材240および第２のシール材242によって完全
に封入される。そのようなシール材は、有機ポリマー（例：ポリエチレン、ポリプロピレ
ン、ポリ塩化ビニルまたはポリエチレンテレフタレート）または金属（例：アルミニウム
またはスズ）のシート／箔からなることができる。別の形態では、有機ポリマーおよび金
属箔の両方からなる積層シートをシール材として用いることができる。このシール工程に
よって、水分および／または粉塵の侵入が防止される。シールされた基材は、ブリスター
帯片もしくはロールまたは一次パックの形態を取ることができる。
【００４２】
　この図に示したように、回転式計量ドラム260が多孔質保持体202上に医薬粉末を集め、
それをステーション270に送って気密的にシールすることで、この工程は連続的に繰り返
される。
【００４３】
　図３の方法の別の実施形態では、粉末医薬がステンレススチールベルトの動きによって
、減圧充填ポート228の多孔質保持体202に連続的に供給される。そのベルトは、連続回転
送り装置によって駆動され、粉末は、重力下で起る粉末送り作用によってベルトに送られ
る。
【００４４】
　図４ａ～ｃには、乾燥粉末吸入装置での使用に好適なブリスター帯片および一次パック
の構成部分を示してある。すなわち図４ａには、多孔質円板（不図示）を受けるように設
計された空洞部306を有するブリスター帯片マスク305を示してある。マスクは有機ポリマ
ーなどの非多孔質材料からなり、空洞部306は内部に開口部308を有する。多孔質円板を空
洞部306に挿入し、図１～３に示したように開口部に減圧をかけることで医薬粉末（不図
示）を充填することができる。
【００４５】
　図４ｂには、粉末医薬332が充填された図４ａのマスク305を有してなるブリスター帯片
380が示してある。図ではシール材340および342が後方に剥がされ、粉末医薬332の入った
多孔質円板302が見えている。シール材340および342は、好適な有機ポリマーおよび／ま
たは金属のフィルムのシート、または両材料の積層シートからなることができる。
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【００４６】
　図４ｃには、複数用量の医薬粉末332が入った一次パック385を示してある。パック385
は、有機金属積層箔340および有機ポリマーシート342によってシールされた多孔質基材30
2からなる。
【００４７】
　図５には、本発明の別の充填方法を示してある。バルク粉末医薬432が粉末ボウル436中
に平坦化された粉末床435として入っている。多孔質基材402の第１の表面を、平坦化粉末
床435と近接させるか直接接触させる。真空ポンプ（不図示）によって駆動される真空パ
イプ438の作用によって、基材402の反対側表面に減圧(図中「VACUUM」で示す)をかける。
多孔質保持体402上に含浸される粉末医薬432の量を、減圧の調節によって制御する（例え
ば、減圧をかける時間および／またはかける減圧の強さ）。
【００４８】
　本発明は、特に呼吸器障害の治療用の粉末医薬または錠剤をブリスターパック、一次パ
ックその他の好適な容器に充填するのに好適である。本発明はまた、医薬送達システム（
例：吸入装置）で使用される呼吸器障害治療用の粉末医薬をチューブその他の適切な容器
に充填するのにも好適である。従って適切な医薬を、例えばコデイン、ジヒドロモルヒネ
、エルゴタミン、フェンタニルまたはモルヒネなどの鎮痛薬；ジルチアゼムなどの狭心症
薬；クロモグリク酸化合物、ケトチフェンまたはネドクロミルなどの抗アレルギー薬；セ
ファロスポリン類、ペニシリン類、ストレプトマイシン、スルホンアミド類、テトラサイ
クリン類、ザナミビルおよびペンタミジンなどの抗感染薬；メタピリレンなどの抗ヒスタ
ミン薬；ジプロピオン酸ベクロメタゾン、プロピオン酸フルチカゾン、フルニソリド、ブ
デソニド、ロフレポニド、フロン酸モメタゾン、シクレソニドまたはトリアムシノロンア
セトニドなどの抗炎症薬；ノスカピンなどの鎮咳薬；アルブテロール、サルメテロール、
エフェドリン、アドレナリン、フェノテロール、ホルモテロール、イソプレナリン、メタ
プロテレノール、フェニレフリン、フェニルプロパノールアミン、ピルブテロール、レプ
ロテロール、リミテロール、テルブタリン、イソエタリン、ツロブテロールまたは４－ヒ
ドロキシ－７－［２－［［２－［［３－（２－フェニルエトキシ）プロピル］スルホニル
］エチル］アミノ］エチル－２（３Ｈ）－ベンゾチアゾロンなどの気管支拡張薬；アミロ
リドなどの利尿薬；イプラトロピウム、チオトロピウム、アトロピンまたはオキシトロピ
ウムなどの抗コリン作働薬；コルチゾン、ハイドロコルチゾンまたはプレドニゾロンなど
のホルモン類；アミノフィリン、コリンテオフィリネート、リジンテオフィリネートまた
はテオフィリンなどのキサンチン類；インシュリンまたはグルカゴンなどの治療タンパク
質およびペプチド；ワクチン、診断薬ならびに遺伝子治療薬から選択することができる。
当業者には、適宜に医薬を、塩の形で（例：アルカリ金属塩またはアミン塩あるいは酸付
加塩として）、またはエステルとして（例：低級アルキルエステル）、または溶媒和物と
して（例：水和物）用いて、その医薬の活性および／または安定性を至適化することがで
きることは明らかであろう。
【００４９】
　好ましい医薬は、アルブテロール、サルメテロール、臭化イプラトロピウム、プロピオ
ン酸フルチカゾンおよびジプロピオン酸ベクロメタゾンならびにそれらの塩または溶媒和
物（例：アルブテロールの硫酸塩およびサルメテロールのキシナホ酸塩）から選択される
。
【００５０】
　医薬はまた、組み合せで投与することもできる。活性成分の組み合せを含む好ましい製
剤は、ベクロメタゾンエステル（例：ジプロピオン酸エステル）またはフルチカゾンエス
テル（例：プロピオン酸エステル）などの抗炎症性ステロイドとの組み合せで、サルブタ
モール（例：遊離塩基または硫酸塩として）またはサルメテロール（例：キシナホ酸塩と
して）を含む。特に好ましい組み合せは、サルメテロールのキシナホ酸塩およびプロピオ
ン酸フルチカゾンを含むものである。
【００５１】
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　粉末または錠剤と接触する装置の部分は、医薬が付着する傾向を低下させるフルオロポ
リマー材料などの材料でコーティングしてもよいことは明らかであろう。好適なフルオロ
ポリマーには、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）およびフルオロエチレンプロピレン
（FEP）などがある。可動部分にも、所望の運動特性を促進するコーティングを施すこと
ができる。従って、必要に応じて、摩擦コーティングを施して摩擦接触を高め、潤滑剤を
用いて摩擦接触を低下させることができる。
【００５２】
　本開示内容は説明のみを目的としたものであり、本発明はそれに対する改変、変形およ
び改良にも及ぶことは明らかであろう。
【００５３】
　上記説明および特許請求の範囲が一部を形成する本願は、それ以降の出願に関する優先
権の基礎として用いることができる。そのような以降の出願の特許請求の範囲は、本明細
書に記載の特徴またはその特徴の組み合せに関するものであることができる。それは、製
造物、方法または用途の特許請求の範囲の形態を取ることができるか、あるいは限定する
ものではないが例を挙げると、添付の特許請求の範囲の１以上を含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の方法による粉末医薬充填の各種段階にある多孔質保持体を示す図である
。
【図２】本発明の方法により多孔質保持体上に計量供給される粉末医薬の断面図である。
【図３】粉末医薬を多孔質保持体上に計量供給しそのあと金属箔またはプラスチックフィ
ルムでシールする工程を示す図である。
【図４】本発明により粉末医薬が充填されたブリスター帯片および一次パックの構成部品
を示す図である。
【図５】多孔質保持体がバルク粉末床に曝露されている工程を示す図である。
【図１】 【図２】
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